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令和４年２月 17日

旭区地区連合自治会町内会長

旭区自治会町内会長

各位

旭区福祉保健課長

  石津 雄一郎

民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選について（依頼）

立春の候 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。日頃から旭区福祉行政にご

尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、民生委員・児童委員及び主任児童委員は、各地区（各地区連合）の推薦準備会

からご推薦をいただき、厚生労働大臣から委嘱され、担当する区域で日々の福祉活動に

携わっています。

 民生委員の任期は、民生委員法で３年と定められており、現在の民生委員・児童委員

及び主任児童委員は、令和４年 11 月 30 日をもって任期を満了し、それに伴い令和４年

12 月１日付で一斉改選が行われます。 
 この一斉改選に伴う民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦については、５月の

区連会で依頼及び推薦関係書類のお送りする予定ですが、事前に推薦事務の留意事項に

ついて「別紙」のとおり情報提供いたします。

ご不明な点につきましては、お気軽にお問合せくださいますようお願い申し上げます。 

 最後に、旭区連合自治会町内会連絡協議会の皆様におかれましては、地域福祉推進の

ため民生委員・児童委員及び主任児童委員の選出について、お力添えをお願い申し上げ

ます。

【添付資料】

１ 一斉改選に係る推薦事務の留意事項（別紙）

２ 「民生委員・児童委員、主任児童委員推薦のための参考集」

（新任自治会町内会長向けですが、全自治会町内会にお配りします）

３ 民生委員児童委員 PR リーフレット 
「あなたも民生委員・児童委員 主任児童委員として地域で活動してみませんか？」 
「民生委員・児童委員～様々な世代の方が地域で活動しています～」

４ 主任児童委員 PR リーフレット 
「えがお ２０号」

【問合せ先】

旭区福祉保健課

担当：江原・清水

電話：954－6101 



 

 

 

 

令和４年 民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦について 

 
日頃から、民生委員・児童委員及び主任児童委員の候補者推薦及び活動へのご理解・ご

協力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

令和４年につきましては、７月に欠員補充、また、12 月に３年間の任期満了に伴う一斉

改選を行います。 

お手数をおかけいたしますが、各地区推薦準備会及び連合地区推薦準備会を開催し、候

補者を推薦していただきますよう、各自治会町内会長の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

１ 依頼事項 

 (1) 推薦準備会の開催 

 (2) 民生委員・児童委員、主任児童委員候補者の推薦 

 (3) 推薦書類の作成及び区への提出 

※ 具体的な手続きについては、各区福祉保健課からご案内いたします。 
 自治会町内会 地区連合町内会 

推薦の対象  民生委員・児童委員  主任児童委員 

推薦人の 

選任 

・自治会町内会、地区民生委員児童委

員協議会の代表の方を含め、５人か

ら 10 人以内の推薦人を選任してく

ださい。 

・地区連合町内会、地区民生委員児童委

員協議会の代表の方を含め、５人から

10 人以内の推薦人を選任してくださ

い。 

推薦準備会

の開催 

・推薦人のうち過半数の方の出席が必

要です。自治会町内会、地区民生委

員児童委員協議会の代表の方は必ず

ご出席ください。 

・推薦人のうち過半数の方の出席が必要

です。地区連合町内会、地区民生委員

児童委員協議会の代表の方は必ずご

出席ください。 

開催時期 

欠員補充・増員 一斉改選 欠員補充・増員 一斉改選 
令和４年 

３月～４月 
令和４年 
６月～８月 

令和４年 
３月～４月 

令和４年 
６月～８月 

委嘱日 
令和４年 

７月１日 

令和４年 

12 月１日 

令和４年 

７月１日 

令和４年 

12 月１日 

 

２ 推薦準備会開催にあたってご留意をお願いしたい事項など 

(1) （連合）地区推薦準備会推薦人の選出について、（連合）自治会町内会の代表の方と

地区民生委員児童委員協議会の代表の方は、必ず推薦人としてください。この両者が

出席しない場合は、（連合）地区推薦準備会が開催できないこととしておりますので、

ご留意ください。 

また、推薦準備会の会議開催においては、一部の方によって意思決定に影響を与え

られることなどがないよう、公正な運営をお願いいたします。 

(2) 候補者の選考にあたっては、資格要件（適任者、年齢要件、居住要件（資料４参照））

の確認をお願いします。 

 (3) 民生委員・児童委員をご紹介するリーフレットを令和４年２月に作成しました。仕

事をしながら民生委員活動を行っている方々の事例を掲載しています。候補者探しの

際には、ぜひご活用ください。 
 
 
 
 
 
 

裏面あり 

市連会２月定例会説明資料 
令 和 ４ 年 ２ 月 1 0 日 

健 康 福 祉 局 地 域 支 援 課 



 

 

３ 添付資料 

(1) 令和４年 民生委員･児童委員、主任児童委員推薦関係日程（資料１） 

(2) 民生委員・児童委員、主任児童委員推薦（委嘱）の手続図（資料２） 

(3) 民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動（資料３） 

(4) 横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続（資料４） 

(5) 令和３年 12 月１日現在 民生委員・児童委員、主任児童委員現員数 一覧（資料５） 

(6) 「民生委員・児童委員」リーフレット 
 

 

 

 

担当：健康福祉局地域支援課 

 岩崎、中澤 

電話：671-4046       

FAX：664-3622       



令和４年７月１日付け委嘱 令和４年１２月１日付け委嘱

①民生委員･児童委員：欠員補充及び増員 ①民生委員･児童委員：一斉改選

②主任児童委員：欠員補充及び増員 ②主任児童委員：一斉改選

　任期･･･令和４年　７月　１日から 　任期･･･令和４年１２月　１日から

　　 　　令和４年１１月３０日まで    　　　令和７年１１月３０日まで

上旬

中旬 市連会協力依頼

下旬 区連会協力依頼

上旬 連合・地区へ推薦依頼

中旬

下旬 　

上旬 　連合・地区推薦準備会開催

中旬

下旬

上旬 区より市推薦会に候補者内申

中旬 市連会協力依頼

下旬 市推薦会、市審査会開催 区連会協力依頼

上旬 厚生労働大臣あて推薦 連合・地区へ推薦依頼

中旬

下旬

上旬 令和４年７月１日付け委嘱

中旬 　　連合・地区推薦準備会開催

下旬

上旬

中旬

下旬 　区より市推薦会に候補者内申

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬 市推薦会、市審査会開催

上旬 厚生労働大臣あて推薦

中旬

下旬

上旬 令和４年12月１日付け委嘱

中旬

下旬

令和４年　民生委員･児童委員、主任児童委員推薦関係日程

12
月

８
月

９
月

10
月

11
月

４
月

５
月

２
月

６
月

７
月

３
月

資料 1
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臣
委
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状

候補者を選出

　候補者 委嘱

候補者 指名

区　　長

⑪
委
嘱
状
交
付

(連合)地区推薦準備会

市社会福祉審議会
民生委員審査
専門分科会

市民生委員推薦会

民生委員・児童委員、主任児童委員推薦〔委嘱〕の手続図

⑦答　申

⑥諮　問

⑤推　薦

厚生労働大臣

市　　　長

①
推
薦
依
頼

⑩
市
長
委
嘱

　
　
○
○
区
担
当

主任児童委員

民生委員・児童委員

③
市
推
薦
会

あ
て
内
申

④
市
推
薦
会

あ
て
内
申

②
推
薦
依
頼

民生委員法による機関
市長委嘱（任期３年）

社会福祉法による機関
市長委嘱（任期３年）

資料 ２



   

民生委員・児童委員、主任児童委員の役割と活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【民生委員・児童委員、主任児童委員とは】 

○民生委員は、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な支援

を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。 

○児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。 

○主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門に担当する民生委員・児童委員です。 

○横浜市では民生委員・児童委員は 200 から 440 世帯に１人、主任児童委員は地区民生委員

児童委員協議会ごとに２人（地区の民生委員・児童委員の定数が 40人以上の場合は３人）

としています。 

○現在は、横浜市全体で約 4,500人の方が民生委員・児童委員（約 4,000 人）、主任児童委員

（約 500人）として委嘱され、活動しています。 

【民生委員・児童委員の身分等】 

○厚生労働大臣から委嘱され、横浜市長が担当区域を定める無報酬の非常勤特別職の地方 

公務員です。 
○給与は支給していませんが、活動に必要な交通費等として、活動費を支給しています。 

○民生委員・児童委員は、委嘱と同時に民生委員児童委員協議会及び社会福祉協議会の会員

となり、会費をご負担いただきます。 

【民生委員・児童委員の役割】 

○日常的な見守りや訪問活動を通じて、支援が必要な方の状況を把握します。 

〇介護や子育て、日常生活の困りごとなど、地域住民の方の相談に応じ、必要な助言を行い

ます。 

〇支援を必要とする方が福祉サービスや制度を適切に利用するために必要な情報を提供しま

す。 

〇必要に応じて行政や関係機関などとのパイプ役になります。 

【民生委員・児童委員の活動】 

○地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、相談を受けます。 

○福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に提供します。 

○住民が福祉サービスを必要とした場合、区福祉保健センターや地域ケアプラザ等に連絡し、

必要な支援を行います。 

○担当地区内の住民の実態や住民福祉ニーズを把握し、適切なサービスの提供が図られる 

よう支援します。 

○住民の求める生活支援活動を行い、支援の体制を作っていきます。 

○活動を通じて得た課題や改善点について関係機関などに意見を提起します。 

【主任児童委員の活動】 

○主に、地区を担当する民生委員・児童委員と連携して学校、児童相談所等、関係機関との

連絡・調整を行います。 

〇民生委員・児童委員と連携して、子育て支援活動等を行います。 

【守秘義務】 

○民生委員・児童委員は、民生委員法で守秘義務が課せられています。 

○個別の相談等を通じて知り得た個人の秘密は、民生委員・児童委員を辞めた後も、守る  

必要があります。 

【民生委員・児童委員の地区組織】 

○概ね連合町内会の区域を単位として、当該地区の全民生委員・児童委員を構成員とする地

区民生委員児童委員協議会が組織され、関係機関との連絡・調整、情報交換、日ごろの活

動や地域の福祉課題の検討などを行っています。 

資料 ３ 



 

 

横浜市民生委員・児童委員、主任児童委員の資格要件と推薦手続 

（一斉改選） 
 

 民生委員・児童委員 主任児童委員 

１．資格要件 

①適任者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢要件 

（基準日：令和４

（2022）年４月

１日） 

 

 

 

 

 

③居住要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則６８歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

７４歳まで 

 

◆再任・元職   ７４歳まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新任    原則５４歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

５８歳まで 

 

◆再任・元職 原則６０歳まで 

候補者の選出が困難な場合、 

６４歳まで 

 

 

２．任期   

３．推薦主体 

 

①設置の単位 

 

 

②構成 

 

③構成員 

（推薦人） 

 

 

 

 

 

 

 

           

地区推薦準備会 

 

主に自治会町内会を単位とします。 

 

 

推薦人５～１０人 

 

自治会町内会の代表、地区民児協の

代表、その他地域住民の福祉等に関

係のある方 

自治会町内会の代表と地区民児協

の代表は、地区推薦準備会に必ず出

席してください。 

 

 

 

 

連合地区推薦準備会 

 

主に地区連合町内会を単位します。 

（地区民児協を単位とします。） 

 

推薦人５～１０人 

 

地区連合町内会の代表、地区民児協

の代表、その他児童の福祉等に関係

のある方 

地区連合町内会の代表と地区民児

協の代表は、連合地区推薦準備会に

必ず出席してください。 

地域の福祉活動やボランティア活動の人材情報を幅広く集め、地

区・連合地区推薦準備会で、適任者を選出します。 

横浜市会の議員の選挙権を有する 18 歳以上の方のうち、次に掲げ

る要件に当てはまる方を選任してください。 

・ 福祉の仕事に理解と熱意があり、民生委員･児童委員（主任児童

委員）活動に時間を割くことができる方 

・ 人格識見ともに高く、円満な常識を持ち、健康である方 

・ 担当する地域に居住し、住民の信頼があり、その地域の実情を

よく知っているだけでなく、地域の誰もが気軽に相談に行ける

ような方 

・ 民生委員･児童委員（主任児童委員）の職務を遂行する際に、個

人情報の取扱いについて、十分配慮し適正な管理ができる方 

 

資料 ４ 

原則、担当地域内に居住する方 

要件に変更はございません。 

詳細は、別紙で説明します 

３年 現在の任期：令和４（2022）年１１月３０日まで 

一斉改選の任期：令和７（2025）年１１月３０日まで 

 



 

 民生委員・児童委員、主任児童委員共通 

４．地区推薦準備

会、連合地区推薦

準備会開催 

           

 

 

・候補者の人選 

地区推薦準備会では民生委員・児童委員を、連合地区推薦準備会では

主任児童委員候補者の人選を行い、候補者へ「候補者履歴書（指定の

様式）」の作成を依頼します。 

 

 

 

 

・推薦人の人選 

推薦準備会では推薦準備会推薦人を選出し、「地区・連合地区推薦準備

会推薦人選出報告書（指定の様式）」を作成します。 

・開催の案内 

推薦準備会の日時と場所を決定し、選出した推薦準備会推薦人の方々

にお知らせします。 

 

 

 

 

①開催条件の確認 

自治会町内会（地区連合町内会）の代表及び地区民生委員児童委員協

議会の代表が出席し、推薦人の半数以上が出席していることを確認し

ます。 

②会議の進行 

会議の座長を推薦人の互選により定め、座長は「地区・連合地区推薦

準備会推薦人の方々にお願い」を読み上げ、会議の趣旨の徹底を図り

ます。 

③審議 

 主に次の点について審議します。 

・適任者の要件を満たしているか。 

・留意事項を確認しているか。 

 ・年齢要件、居住要件を満たしているか。 

 ・個人情報の取扱いについて十分配慮し、適正な管理ができるか。 

④会議録の作成 

「地区・連合地区推薦準備会会議録（指定の様式）」を作成し、推薦人

に署名をいただきます。 

 （主な記載事項） 

 ・候補者氏名、会議の要旨、適任者としての確認事項等 

 

 

 

  

推薦準備会の終了後に、次の書類を区役所福祉保健課へ提出してくだ

さい。 

・「民生委員・児童委員候補者履歴書」「主任児童委員候補者履歴書」 

・「地区・連合地区推薦準備会会議録」 

・「地区・連合地区推薦準備会推薦人選出報告書」 

 

 

開催までの準備 

開 催 

候補者の内申 

履歴書は、推薦準備会における審議資料として使用し、それ以外

の目的には使用しないことを候補者に伝え同意を得てください。

取扱いには十分注意してください。 

会議は非公開とし、出席者は議事に関する秘密を厳守します。 



 

民生委員・児童委員の年齢要件について 

  少子高齢化の加速や生活スタイルの変化等により、地域によっては、民生委員・児童委員

の担い手確保が難しく、年齢要件を緩和してほしいとのご要望をいただいている地域があり、

市としても課題と認識し、検討を進めてまいりました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響でコミュニケーションを図ることが難し

い状況もあり、引き続き、民生委員・児童委員の皆様と十分にご相談する必要があると考え、

次期（令和４年 12 月）一斉改選では、年齢要件の見直しは行わないこととしました。 

一方、次々期（令和７年 12月）一斉改選のタイミングでは、団塊の世代が 75歳以上とな

ることから、充足率の維持が一層難しくなることが予想されます。 

このため、新たな担い手の開拓とともに、元気な高齢者が活動できるよう、次々期一斉改

選に向けて、引き続き、民生委員・児童委員の皆様とご相談していきます。 

 

１ 次期一斉改選（令和４年 12月）の年齢要件 

  現行のとおり（※） 

  ※新任の方：原則６８歳まで 候補者の選出が困難な場合は７４歳まで 

再任・元職の方：７４歳まで 

【これまでの検討状況について】 

・ 令和２年度から３年度にかけて、年齢要件の見直しについて、市民生委員児童委員協

議会（市民児協）三役、理事の皆様へのご相談や、区局で意見交換をしてきましたが、

見直しについては賛否が分かれていました。 

・ 民生委員・児童委員の皆様の中にも、候補者となる方の選択肢が増えるので、年齢要

件を緩和してほしいというご意見があります。一方、定年がないと推薦を断りづらい、

現行の定年までは受ける気持ちがあるが、定年を延ばされてしまうとモチベーション

維持が難しくなるといった理由などから反対のご意見もありました。 

・ このようなご意見を踏まえ市民児協として検討をいただいた結果、令和３年４月に、

次期一斉改選での年齢要件は変更しないこととしたいとのご意見をいただきました。 

・ 市としては、年齢要件の見直しは、現在の民生委員・児童委員の皆様のご理解をいた

だいたうえで進めていくことが重要であると考えています。 

・ 特に令和２、３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、行政、地域の皆様ととも

に、コミュニケーションを十分に図ることが難しい状況でありました。そのため、次

期（令和４年 12 月）一斉改選での年齢要件の見直しは行わないこととし、引き続き、

次々期（令和７年 12月）一斉改選に向けた検討・意見交換を進めていくこととしまし

た。 

 

別 紙 



【今後に向けて】 

・ 市として、民生委員・児童委員の現在の年齢構成や今後の見通しなどをお示ししなが

ら、ご理解いただける年齢要件の見直しの範囲などについて、民生委員・児童委員の

皆様と意見交換を行います。また、地域の皆様にもわかりやすい運用方法などの検討

を進めていきます。併せて、民生委員・児童委員の活動内容の改善等についても取り

組んでいきます。 

 

２ 次期一斉改選（令和４年 12月）に向けた活動支援策等 

新たな担い手の開拓や継続して活動しやすい環境づくりなど、市民児協とも連携し、区局

で次のような取組を進めます。 

  

・自治会町内会の候補者推薦への支援 

新たな候補者探しに向けた民生委員・児童委員のＰＲ・広報 

自治会町内会長の皆様向けの説明会 等 

・民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくり 

協力員などサポーターの活用、IＣＴの活用推進等、各区の実情に応じた取組への支援 

  ・民生委員・児童委員の活動ＰＲ 

「民生委員・児童委員」リーフレットの活用・周知 

横浜市版民生委員・児童委員キャラクター「よこはまミンジ―」の周知 等                         
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　市連会協力依頼、区連会協力依頼(２月１７日）

　各自治会町内会で推薦候補者の人選に着手をお願いします。

上旬 　市連会協力依頼

中旬 　区連会協力依頼

下旬 　区役所から（地区連合）自治会町内会へ推薦を依頼します（☆推薦関係書類発送）

上旬 　自治会町内会対象推薦事務説明会（第１回６月３日（金）午後７時～）

中旬   会場：旭公会堂　　　　　　　  （第２回６月４日（土）午前１０時～）

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬     

下旬 　　

上旬

中旬 　　

下旬 　　

上旬

中旬

下旬 　市推薦会、市審査会開催

上旬 　厚生労働大臣へ推薦

中旬

下旬

上旬 　１２月１日付け委嘱

中旬 　委嘱状交付式（日程及び会場決定後、改めてご連絡します）

下旬

①民生委員･児童委員

　  ２０２２年１２月１日から２０２５年１１月３０日まで

②主任児童委員

　  ２０２２年１２月１日から２０２５年１１月３０日まで

※書類審査を円滑に行うため、締切を２回に分けております。

推薦関係書類一式がご用意できました自治会町内会は、第１回締切

（７月１５日（金））にご提出くださいますようご協力お願いします。

11
月

12
月

＜一斉改選推薦日程（旭区）＞

任　期

一斉改選に係る推薦事務の留意事項

６
月

７
月 　　連合・地区推薦準備会開催

８
月

９
月

10
月

＜地区（地区連合）推薦事務の主な流れ＞
【手順１】　推薦候補者の人選
　☆５月下旬に推薦関係書類一式（履歴書・会議録・推薦人選出報告書）及び記入方法等
　　推薦事務に係る説明資料を区から自治会町内会及び連合町内会に送付
【手順２】　候補者へ履歴書の作成を依頼（５月下旬以降）
【手順３】　推薦準備会の推薦人を選出し、推薦人選出報告書を作成
【手順４】　推薦準備会の開催日及び会場を決定し、推薦人に開催案内を送付
【手順５】　推薦準備会の開催（開催条件の確認（出席者確認等）・審議等、会議録を作成）
【手順６】　提出書類（履歴書・会議録・推薦人選出報告書）を作成し、区役所へ提出

５
月

２
月
～

内 申

区役所 第１回締切 ７月１５日（金）

区役所から市推薦会へ候補者を内申

区役所 第２回締切 ８月１５日（月）

別紙
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≪留意事項≫ 

１ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦候補者には年齢要件があります。 
ご推薦の際には十分ご注意ください。また、現任の民生委員・児童委員及び主任 

児童委員に再任の意思がある場合でも、必ず年齢要件を満たしていることを確認し 
てください。 
やむを得ずご勇退される場合は、他の候補者を推薦してください。 

 
＜横浜市民生委員・児童委員推薦要綱＞ 
（年齢要件） 
第６条 民生委員の年齢は、次の各号に掲げるとおりとする。 
(1) 現在民生委員でない者を新たに推薦する場合は、68 歳までの者。ただし、候補者の選

出が困難な場合に限り、74 歳までの者とすることができる。 
(2) 現任の民生委員を再び推薦する場合は、74 歳までの者 
(3) 元民生委員を再び推薦する場合は、前号に準ずる者 
２ 前項の年齢は、委嘱日の属する年度（令和４年）の４月１日を基準日とする。 

 
 

＜横浜市主任児童委員推薦要綱＞ 
（年齢要件） 
第６条 主任児童委員の年齢は、次の各号に掲げるとおりとすること。 
(1) 現在主任児童委員でない者を新たに推薦する場合は、54 歳までの者。 

ただし、候補者の選出が困難な場合に限り、58 歳までの者とすることができる。 
 
 

(2) 現任の主任児童委員を再び推薦する場合は、60 歳までの者。ただし、候補者の選出が

困難な場合に限り、64 歳までの者とすることができる。 
(3) 元主任児童委員を再び推薦する場合は、前号に準ずる者 
２ 前項の年齢は、委嘱日の属する年度（令和４年）の４月１日を基準日とする。 

 
 

 
３ 推薦準備会の推薦人（※）の選出について（５人～10 人以内で構成） 
（※例：地域住民の福祉等に関係ある者） 
（1）自治会町内会（地区連合）の代表（必須） ← 必ず推薦準備会に参加 
（2）地区民生委員児童委員協議会の代表（必須） ← 必ず推薦準備会に参加 
（3）保健活動推進員 （4）ＰＴＡ   （5）スポーツ推進委員 
（6）青少年指導員  （7）老人クラブ （8）女性組織 
（9）その他（ボランティアグループ、子育てグループ、地域ケアプラザ職員等） 

民生委員・児童委員 昭和２２年４月２日以降に生まれた方 

主任児童委員 昭和３８年４月２日以降に生まれた方 

主任児童委員 昭和３２年４月２日以降に生まれた方 

裏もあります。 
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４ 活動費及び横浜市民生委員児童委員協議会会費について 
（1）活動費 

民生委員活動に伴う実費弁償（電話代、交通費等）として横浜市が活動費を支給して

います。（「横浜市民生委員・児童委員活動費支給要綱」） 
  ６４，２００円／年（５，３５０円／月）（令和３年度実績：６月、２月支給）  
（2）横浜市民生委員児童委員協議会会費 
  横浜市民生委員児童委員は、横浜市民生委員児童委員協議会（以下、「市民児協」）の

会員となり、市民児協会費をご負担いただいております。（「横浜市民生委員児童委員協

議会会則」） 
７，５００円／年（令和３年度実績：６月納入） 

 主な会費の内訳…市民児協互助事業会費、全国互助共励会費、市民児協会費、全国民生

委員児童委員連合会会費、市社協会費等 
 
＜その他＞ 
１ 候補者の推薦にあたっては、地区民生委員児童委員協議会会長等や地域ケアプラザと

も相談するなど、是非地域での連携を密に図っていただきますようお願いいたします。 
 
２ ４月から６月頃は、各自治会町内会長（各地区連合自治会町内会長）が交代される場

合があります。その際は、推薦事務（書類等含）について確実な引継ぎをしていただき

ますようお願いいたします。 
 
３ 民生委員・児童委員活動を紹介する、リーフレットを添付いたしました。候補者の方

への説明等にご活用ください。リーフレットが追加で必要な場合は、福祉保健課（TEL：
９５４－６１０１）までご連絡ください。 

 
 
自治会町内会長等を対象に、推薦事務説明会を次のとおり予定しております。ご都合の

良い日程に参加していただきますようお願い申し上げます。（各回、同様の内容です） 
 
 日時：2022 年６月３日（金）午後  ７時～ （第１回） 
    2022 年６月４日（土）午前１０時～ （第 2 回） 
 会場：旭公会堂（旭区役所４階） 



 



 

 

 

 
















	ADPF810.tmp
	Sheet1

	IP9132000000211769179132000096511765000PDF.pdf
	区連会資料
	区連会資料
	別紙１
	別紙2 
	参考集（案）
	パンフレット
	20190111115418
	20190111115517
	20190111115532
	20190111115547
	20190111115603

	えがお16号抜粋版-190109
	えがお16号抜粋版-表
	えがお16号抜粋版-裏



	別紙
	別紙１
	別紙2 


	ADP95BA.tmp
	Sheet1

	差替え・説明資料（市連会２月）
	ADP9934.tmp
	４年度推薦日程

	ADPCAF5.tmp
	手続図（推薦会用）

	ADP4BE8.tmp
	12月１日現在

	ADP862A.tmp
	４年度推薦日程

	ADPF0DE.tmp
	手続図（推薦会用）





